
「終身型がん保険」の留意事項等

がん診断一時金

がん治療給付金

入院給付金



手術給付金



放射線治療給付金

先進医療給付金・先進医療見舞金

その他

■この保険には解約返戻金はありません。

■この保険（特約含む）には配当金はありません。

■「がん診断一時金」「がん治療給付金」のがんを原因とする保障の責任開始の時は、主契約の責任開始の日から

その日を含めて90日を経過した日の翌日となります。

■がんを原因とする保障の責任開始の時より前にがんと診断確定されていた場合には、「がん診断一時金」「がん

治療給付金」の保障の特約※は無効となり、給付金はお支払いしません。

※特約の名称は「がん治療特約（返戻金なし型）Ｓ」です。


